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本レポートは、日本の特許実務における生成 AI の導入を巡る中心的な対立構造について、高次

の視点からの概観を提供する。その対立とは、日本弁理士会（JPAA）が示す慎重かつ原則に基

づいたガイドラインと、実務の最前線に立つ弁理士たちから提示されている、より実践的で技

術主導型のアプローチとの間に存在する。この緊張関係の核心には、法的責任を回避すること

に主眼を置くリスク回避志向と、技術的な理解に基づきリスクを管理しようとする志向との間

の根本的な思想的相違がある。本レポートは、この現状を分析し、日本の知財専門家が「過剰

な萎縮」状態から脱却し、十分な情報に基づいた積極的なリーダーシップを発揮するための主

要な調査結果と戦略的提言を要約するものである。 

 

第 1 章 日本弁理士会の公式見解：慎重さと責任のフレー

ムワーク 
 

 

1.1. 中核的責務：AI 時代における善管注意義務の堅持 
 

日本弁理士会が公表した「弁理士業務 AI 利活用ガイドライン」（以下、JPAA ガイドライン）

は、その法的・倫理的基盤として、民法第 644 条に定められる弁理士の善管注意義務（善良な

管理者の注意義務）を据えている 1。このガイドラインは、生成 AI はあくまで業務を効率化す



るための「道具」であり、その利用によって得られた生成物に対する最終的な責任は、監督す

る弁理士が全面的に負うべきであると明確に規定している 1。この原則は交渉の余地なく、後続

するすべての注意喚起の前提となっている。ガイドラインの目的は、弁理士がこの根源的な義

務に違反することなく AI 技術を活用できるよう支援することにある 1。 

 

1.2. 主要な禁止事項と注意点：機密保持、新規性、データ保護 
 

JPAA ガイドラインは、クライアントの情報を第三者が提供する AI システムに入力する際に伴

う最重要リスクを特定している。具体的には、外部事業者が提供する生成 AI に秘密情報を入力

する行為は、AI 提供者という第三者への秘密情報の開示にあたり、弁理士法第 30 条に定めら

れた守秘義務や、クライアントと締結した秘密保持契約（NDA）に違反するおそれがあると明

確に警告している 1。 

さらに重要な点として、ガイドラインは「新規性喪失」のリスクを提起している。秘密保持契

約のない第三者のプラットフォームに発明内容を開示した場合、将来の特許出願の要件である

新規性が失われる可能性があると指摘している 1。 

加えて、個人情報の取り扱いについても言及されており、弁理士が個人情報保護法の下で負う

義務や、AI 提供事業者が国外に拠点を置く場合に生じる越境データ移転の複雑性について注意

を促している 1。 

 

1.3. クライアントの同意の重要性：法的・倫理的な礎石 
 

JPAA は、クライアントの同意を主要なリスク軽減策として位置づけている。ガイドライン

は、クライアントから得た秘密情報を生成 AI に入力する場合、その AI サービスが入力情報を

再学習に利用するか否かにかかわらず、クライアントの合意を得るべきであると定めている 1。
これにより、同意取得という手続き的な行為が、コンプライアンス上の核心的な要件へと高め

られている。 

 

1.4. 弁理士の最終責任：人間による監督とファクトチェックの責務 
 



J PAA ガイドラインは、AI が生成した出力結果の正確性は保証されていない点を繰り返し強調

している。特に、AI がもっともらしい形で虚偽の情報を生成する「ハルシネーション」と呼ば

れる現象について具体的に警告している 1。 

このため、弁理士は AI が生成したコンテンツをクライアントに提供する前に、厳格なファクト

チェックと専門家としての検証を行うことが義務付けられている。AI の出力を精査せずにその

まま伝達する行為は、善管注意義務違反にあたる可能性があると示唆されている 1。 

この J PAA のフレームワークは、その構造上、技術的なリスク評価の精緻さよりも、弁理士が

法的に防御可能な立場を確保することに重点を置いている。ガイドラインが善管注意義務 1 
や、AI による再学習の有無を問わずクライアントの同意を求める点 1 を強く打ち出しているこ

とから、その根底にある思想が明らかになる。すなわち、主目的は弁理士を職務過誤の訴えか

ら保護することにある。クライアントの同意を得ることにより、弁理士はリスクの一部を事実

上移転させ、手続き上の注意義務を果たしたことを示すことができる。このアプローチは法的

には堅実であるが、技術的な側面を問わない「テクノロジー・アグノスティック」な立場を取

っている。結果として、全ての AI ツールを、その内部構造が不明なブラックボックスとして扱

い、技術的な制御（オプトアウト設定の確認など）よりも法的な合意（クライアントの同意）

を主要な安全策と見なしている。これは、弁理士がクライアントの同意さえ得ていれば、技術

的には安全でないツールを使用する可能性の余地を残すことになり、ガイドラインの手続き的

要件を満たしつつも、クライアントのデータが実質的なリスクに晒されるという矛盾を生じさ

せかねない。 

さらに、この慎重な姿勢は、意図せずして小規模な事務所や個人の実務家にとっての参入障壁

を生み出している。彼らは、自らで高度な技術的デューデリジェンスを実施するためのリソー

スが不足している場合が多いからである。J PAA ガイドラインは、明確で技術的なセーフハー

バー（安全な避難港）を示すことなく、機密情報漏洩や新規性喪失といった広範かつ深刻なリ

スクを提示することで、技術に不慣れな会員を萎縮させる可能性がある。これらの警告を読ん

だ小規模事務所は、最も安全な選択肢は生成 AI の利用を完全に避けることだと結論づけるかも

しれない。これは、不作為によって損害を防ぐというガイドラインの暗黙の目的を達成する一

方で、AI がもたらす生産性向上の大きな機会 3 を事務所が享受することを妨げる。このような

力学は、IPTech のように独自の洗練された内部ポリシーを策定できる大規模でリソースの豊富

な事務所と、J PAA の保守的な警告を解釈するしかない小規模事務所との間の競争格差を拡大

させる可能性がある。 

 

第 2 章 実務家からのカウンターポイント：JPAA の「形

式論」的アプローチへの批判 
 



 

2.1. 中核的主張：技術的深耕の欠如に起因する「過剰な萎縮」 
 

本章では、たかやま特許商標事務所によって明確に示された、JPAA ガイドラインへの鋭い批

判を詳述する。同事務所が独自に公開したガイドラインは、JPAA のアプローチに対して真正

面から異議を唱え、その内容は「生成 AI の本質的理解や技術的実態の分析を欠いた」ものであ

り、「本質を外した形式論に基づく過剰な萎縮を助長する」と断じている 1。 

 

2.2. 「形式論」の解体：「サーバー保存」と「クライアントの同意」が不

十分な指標である理由 
 

たかやま特許商標事務所の批判は、JPAA の論理構造を解体するものである。その中で、JPAA
の論拠における 2 つの主要な誤謬が指摘されている。 

1. 「サーバにデータが保存されるから危険」という単純な等式化。これは、一時的かつ安全

な処理が標準である現代のクラウドコンピューティングの実態を無視した見解である 1。 
2. 極めて重要な技術的設定を無視し、クライアントの同意の有無にのみ焦点を当てる姿勢。

すなわち、「再学習されるか否かの技術設定を無視して同意の有無で判断する」というア

プローチである 1。 

たかやま特許商標事務所は、適切な技術的保護措置、具体的には ChatGPT Plus のようなサー

ビスで再学習機能をオプトアウト（無効化）して利用する限りにおいて、クライアントの情報

を入力する行為は公知化には該当せず、したがって新規性喪失や守秘義務違反にはあたらない

と主張している 1。 

 

2.3. 積極的リーダーシップの提唱：技術に精通した案内役としての弁理士

像 
 

この批判は単なる否定に留まらず、知財専門職としての新たなビジョンを提案するものであ

る。たかやま特許商標事務所は、「弁理士こそが AI 技術を正しく理解し、リスクを制御しなが

ら積極的に活用する先導者であるべき」と力強く宣言している 1。これは、弁理士の役割を、慎

重なゲートキーパーから、新しいテクノロジーの複雑性を乗り越えるためにクライアントを導



く専門的アドバイザーへと再定義するものである。 

この対立は、専門家としてのアイデンティティを巡る根本的な衝突を象徴している。すなわ

ち、伝統的でリスク回避的な法的保護者としての弁理士像と、現代的でテクノロジーに精通し

た戦略的アドバイザーとしての弁理士像との間の対立である。J PAA のガイドラインは、法的

責任に対する守護者という弁理士の伝統的なイメージを補強する。その焦点は、ダウンサイ

ド・リスクの回避にある。対照的に、たかやま特許商標事務所の声明 1 は、弁理士の価値が、

クライアントのためにアップサイドの価値（効率性、より優れた分析）を創造するために複雑

な技術を使いこなす能力にあるという、新しいアイデンティティを提唱している。これは単に

特定の規則に関する意見の相違ではなく、21 世紀において有能な弁理士であることが何を意味

するのかについての議論である。この批判は、専門職全体がテクノロジーに対して受動的であ

る状態から、その応用におけるリーダーへと進化すべきであるという呼びかけに他ならない。 

さらに、たかやま特許商標事務所による批判が公然と発表されたことは、一種の市場へのシグ

ナリングとして機能している。これは、同事務所が技術的に進歩的で実践的な選択肢であるこ

とをクライアントに示し、それによって政策上の意見の相違を競争上の優位性に転換するもの

である。業界団体を公然と、かつ詳細に批判する独自のガイドラインを公開すること 1 は、単

なる意見表明以上の意味を持つ。これは戦略的なビジネス上の行動である。特にテクノロジー

分野の潜在的なクライアントに対し、同事務所が自らが時代遅れと見なす「思考停止的」なア

プローチに縛られず、現在の技術的現実に根ざした助言を提供できる能力があることを示して

いる。この行動は対話を促し、J PAA に対応を迫ることで、公式ガイドラインの進化を加速さ

せる可能性がある。 

 

第 3 章 新たな道の開拓：実務における技術準拠型ガイド

ライン 
 

 

3.1. IPTech モデル：コンプライアンスと実務的応用の架け橋 
 

本章では、IPTech 弁理士法人のアプローチを、実践的な統合モデルとして提示する。IPTech
のガイドラインは、JPAA のフレームワークに準拠することを明言しつつ、同時により具体的

で厳格な技術的統制を導入している 6。これは、各事務所が業界団体の権威を尊重しながら、

同時に技術的に洗練された方法で業務を遂行するための道筋を示すものである。 



 

3.2. 安全な導入を支える三本の柱：暗号化、オプトアウト、契約上の保証 
 

IPTech モデルの核心は、生成 AI ツールを選定・利用するための明確な 3 つの基準にある。こ

れは、JPAA の抽象的な警告を超えた、実行可能なチェックリストを提供する。その 3 つの要

件は以下の通りである。 

1. 暗号化：サービス提供事業者が入力内容を解析できないよう、暗号化処理が施されている

こと。 
2. 再学習の禁止：入力されたデータが AI モデルの再学習の対象とならないこと。 
3. 明示的な保証：上記 2 つの条件が、サービス提供事業者の利用規約等で明示的に保証され

ていること 7。 

このフレームワークは、リスク管理のための明確で監査可能な基準を提供する。 

 

3.3. AI の役割定義：厳格な「補助ツール」としての位置づけ 
 

JPAA と同様に、IPTech も AI を断固として「補助ツール」と位置づけている 7。同社のガイド

ラインは、全ての最終的な専門的判断や法的見解は、人間の弁理士が単独で責任を負うことを

明確にし、説明責任を確保し、専門家としての注意義務の基準を維持している 7。 

IPTech のガイドラインは、JPAA が提示した抽象的な原則を、具体的で検証可能な調達・利用

ポリシーへと運用可能なレベルに落とし込んでいる。これは、JPAA の文書に欠けていた「ハ

ウツー」マニュアルを事実上提供するものである。JPAA ガイドラインが「機密情報には注意

せよ」と述べる 1 のに対し、IPTech のガイドラインはこれを「我々は、これら 3 つの特定の技

術的および契約的基準を満たすツール 

のみを使用することによって注意を払う」と具体化している 7。これにより、J PAA からの注意

喚起という制度的要求と、IPTech による市場主導の実践的解決策との間に直接的な因果関係が

生まれる。この解決策は、強力なテクノロジーの利用を可能にしながら、制度的要求を満たす

ものである。IPTech のモデルは、この複雑な環境を航海しようとする他の事務所にとって、事

実上のベストプラクティス基準として機能している。 

たかやま特許商標事務所や IPTech のような複数の事務所レベルのガイドラインが存在するこ

とは、技術的習熟度に基づく法律サービス市場の断片化と専門化の始まりを示唆している。ク

ライアントは近い将来、法的な専門知識だけでなく、AI ガバナンスポリシーの洗練度と透明性



に基づいて事務所を選び始めるかもしれない。各事務所が独自の詳細なガイドラインを公表す

る必要性を感じているという事実 1 は、公式ガイドラインが最先端の実務には不十分であるこ

とを示している。これは新たな競争の次元を生み出す。例えば、テクノロジー系のスタートア

ップ企業は、漠然とした J PAA ガイドラインに言及するだけの事務所よりも、暗号化やデータ

ハンドリングについて権威をもって語ることができる IPTech やたかやま特許商標事務所のよ

うな事務所に、より安心感を覚えるかもしれない。この傾向は、将来的には、事務所の「AI ポ
リシー」が、その法務専門分野リストと同様に、マーケティングおよびクライアント獲得戦略

の重要な一部となる可能性を示している。 

 

第 4 章 二元論の分析：制度的リスク回避と実践的イノベ

ーションの均衡 
 

 

4.1. 比較フレームワーク：競合する思想の詳細な評価 
 

このサブセクションでは、主要な 3 つのアプローチを直接的かつ横断的に比較する中心的な表

を提示し、これまでの分析を統合する。 

表 1：AI ガイドラインアプローチの比較分析 

観点 日本弁理士会 
(JPAA) 

たかやま特許商標事

務所 
IPTech 弁理士法人 

中核思想 原則に基づくリスク

回避 
技術に基づくリスク

管理 
準拠しつつ実践的な

実装 

主要な安全策 クライアントの同意 技術的制御（オプト

アウト） 
検証可能な技術的・

契約的制御 

データ再学習への

スタンス 
同意によって軽減す

べきリスク 
制御可能な技術的設

定 
利用しないための絶

対条件 



弁理士の役割観 慎重な法的保護者 技術に精通した戦略

的リーダー 
責任を持ち、能力を

向上させる専門家 

事務所にとっての

実用性 
高次的かつ抽象的 具体的だが技術的専

門知識を要する 
実行可能なチェック

リスト形式 

この表は、数千語にわたるポリシーや批判を、単一で消化しやすい視覚的補助資料に凝縮す

る。これにより、思想の微妙な違いが即座に明らかになり、多忙な経営層やマネージングパー

トナーに対して、議論全体の強力な「一覧」概要を提供し、後続の議論を列で特定された主要

な分岐点に沿って構造化する分析ツールとして機能する。 

 

4.2. 根底にある緊張関係：法的責任と技術的現実 
 

比較分析によって明らかになった核心的な緊張関係は、法的責任の枠組みと技術的現実との間

の乖離である。JPAA のアプローチは、最悪のシナリオにおいて法的責任を最小化するために

設計された法的な枠組みに根ざしている。一方、実務家のアプローチは、AI サービスが実際に

どのように機能するかという技術的現実に根ざしており、特定の制御を通じて具体的なリスク

を管理することに焦点を当てている。長期的に最も効果的な戦略は、これら両方の視点を統合

することが不可欠である。 

 

4.3. グローバルな文脈：広範な AI ガバナンス原則との整合性 
 

日本の弁理士業界内の議論は、孤立して存在するものではない。この議論を、経済産業省や内

閣府が示すような国内外の広範な AI ガバナンスの枠組みに照らして文脈化することが重要であ

る 8。これらの広範なフレームワークは、しばしば「リスクベースアプローチ」を強調してお

り、これは画一的な同意ベースのモデルよりも、IPTech やたかやま特許商標事務所が取るよう

な、技術を理解した上での精緻なスタンスとより密接に整合する 11。 

JPAA ガイドラインは、技術的に最も習熟していない会員を含む専門職全体のための一時的な

安全策として設計された、保守的な「バージョン 1.0」と解釈することができる。JPAA のよう

な専門職団体は、全会員に対する義務を負う。高度に技術的で許容範囲の広いガイドライン



は、その基盤となる技術を理解していない会員によって誤解された場合、危険をもたらす可能

性がある。したがって、シンプルで慎重な、同意に基づくルールは、専門職全体の安全な「デ

フォルト設定」として機能し、最も明白な形の職務過誤を防ぐ。しかし、この保守的なベース

ラインは、革新者や早期導入者（たかやま、IPTech）が現在埋めようとしている空白を生み出

す。彼らのより洗練されたガイドラインは、将来の公式基準を効果的にベータテストしてい

る。これは制度進化の典型的なパターンである。すなわち、制度が最低基準（フロア）を設定

し、市場の革新者が上限（シーリング）を引き上げ、最終的に制度が新しい基準に合わせて最

低基準を引き上げるのである。 

この議論全体は、すべての知識集約型専門職が直面している、より大きな実存的課題の代理戦

争である。その課題とは、中核的な認知的タスクを自動化できるツールを、人間の専門知識の

価値を損なうことなく、また専門職倫理に違反することなく、どのように統合するかという問

題である。この問題に対する解決策が、弁理士の将来的な価値提案を定義することになる。問

われているのは単に「ChatGPT を使えるか？」ということだけではない。「AI がクレームを

起草し、先行技術を要約し、議論を生成できるようになったとき、人間の弁理士の役割とは何

か？」という根源的な問いである 3。J PAA の答えは、人間を最終的なチェックポイントおよび

リスク負担者として強調することにある。たかやま特許商標事務所の答えは、人間をツールの

達人として位置づけ、それを用いて優れた結果を達成することにある。IPTech の答えは、人間

とツールが安全に協働できるガバナンスシステムを構築することにある。この議論の帰結は、

弁理士が単なる AI 出力の監督者になるのか、それとも AI を活用してより高いレベルの洞察を

提供する戦略的アドバイザーになるのかを決定し、最終的には専門職全体の経済的な未来を形

作ることになるだろう。 

 

第 5 章 特許実務における生成 AI 統合のための戦略的提

言 
 

 

5.1. 個々の実務家および事務所向け：堅牢な内部ガイドライン策定のため

のチェックリスト 
 

本章では、これまでに特定されたベストプラクティスに基づき、実行可能なチェックリストを

提供する。各事務所は、最低限、以下の項目を実施することが推奨される。 

● IPTech の「三本の柱」モデルに基づき、ツール選定のための明確な基準を導入する 7。 



● AI の役割を「補助ツール」と明確に定義し、人間によるレビューと最終判断の要件を規定

化する 13。 
● 使用するツールが厳格な安全基準を満たさない限り、機密性の高いクライアント情報や個

人情報の入力を禁止する明確なルールを確立する 13。 
● コンプライアンスを確保しリスクを管理するため、AI の利用履歴を記録・監査するシステ

ムを導入する 13。 
● AI の利用方法とデータ保護策を正確に反映した、クライアントとのコミュニケーションお

よび同意書のための標準的な文言を策定する。 

 

5.2. 日本弁理士会向け：ガイドライン改訂の提案 
 

本レポートは、JPAA がそのガイドラインを改訂する際に、以下の点を考慮することを提言す

る。 

● 具体的な技術的基準をセーフハーバーとして組み込む。 単にリスクを警告するだけでな

く、再学習からの契約上保証されたオプトアウトやエンドツーエンド暗号化を備えたツー

ルの使用を、認知されたベストプラクティスとして明記する。 
● 二元的な「同意／非同意」モデルから、より精緻なリスクベースアプローチへ移行する。 

全ての AI ツールが同等に作られているわけではないという現実を認識し、リスク評価に

基づくアプローチを推奨する。 
● 会員向けの教育リソースを提供する。 AI サービスの技術的側面（オプトアウト設定の確

認方法、利用規約の解釈方法など）に関する研修を提供し、専門職全体の技術リテラシー

の底上げを図る。 

 

5.3. 弁理士のクライアント向け：AI 利用に関して尋ねるべき主要な質問 
 

クライアントが自らの権利を守れるよう、法律代理人に対して尋ねるべき重要な質問リストを

以下に示す。 

● 「貴所には、生成 AI の利用に関する正式なポリシーがありますか？」 
● 「具体的にどの AI ツールを使用していますか？また、それらのセキュリティをどのよう

に検証していますか？」 
● 「私の機密情報が AI ツールに入力された場合、それがモデルの再学習に使用されないこ

とを確認できますか？」 
● 「AI が生成したコンテンツの正確性を検証するためのプロセスはどのようになっています



か？」 

 

5.4. 未来志向のビジョン：知財サービスを単に迅速化するだけでなく、質

的に向上させるための AI 活用 
 

最後の提言は、リスク軽減の先にある戦略的な機会に目を向けるものである。目標は、AI を単

に安全に使用することではなく、戦略的に使用することであるべきだと主張する。より包括的

な先行技術調査の実施、新規性のある発明コンセプトの特定、そしてクライアントへのより深

く、データ駆動型の戦略的助言の提供を通じて、弁理士サービスの全体的な質と価値を高める

ことが目指されるべきである 3。 

 

結論 
 

J PAA の AI ガイドラインを巡る議論は、日本の弁理士という専門職にとって極めて重要な岐路

を示している。本レポートは、J PAA の慎重で法的責任に焦点を当てたアプローチと、実務家

たちが求めるより動的で技術に基づいた戦略との間の中心的な対立を明らかにした。 

前進への道は、両者の統合にある。すなわち、IPTech のような先進的な事務所によって開拓さ

れた技術的・契約的な安全策を、改訂され、より洗練された公式のフレームワークに組み込む

ことである。この進化は、専門職全体が生成 AI のリスクを管理するだけでなく、その変革的な

ポテンシャルを最大限に活用するために不可欠である。これにより、日本の知財専門家は、受

動的な警戒姿勢から、グローバルな知的財産ランドスケープにおける、情報に基づいた戦略的

リーダーシップを発揮する立場へと移行することができるだろう。 
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